
京都市告示第   号  

 京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱の一部を改正し、令和

６年７月１日から施行するので、改正後の同要綱を次のとおり告示します。 

  令和６年６月２８日 

京都市長 松 井 孝 治   

   京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「身障法」と

いう。）第１８条第１項若しくは第２項又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号。

以下「知障法」という。）第１５条の４第１項若しくは第１６条第１項第２号の規定に基

づき、やむを得ない事由による措置（以下「措置」という。）を行うために必要な事項（措

置に要する経費（以下「措置費」という。）の徴収に関し必要な事項を含む。）を定める

ものとする。 

（対象者等） 

第２条 措置の対象者（以下「対象者」という。）は、やむを得ない事由により障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービスの利用をすることが

著しく困難であると認める者とする。 

２ 前項のやむを得ない事由とは、次の各号に該当する場合とする。 

 ⑴ 総合支援法の規定により当該措置に相当する障害福祉サービスに係る給付を受ける

ことができる者が、事業者と契約をして障害福祉サービスを利用し、又はその前提と

なる支給申請をすることを期待し難いことにより障害福祉サービスを利用することが

著しく困難であると認められる場合 

 ⑵ 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要がある

と認められる場合 

 ⑶ その他福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合 

（措置の決定等）  

第３条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通

報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。  

２ 福祉事務所長は、前項に規定する状況調査、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置
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の決定を行う。ただし、知障法第１６条第１項第２号の規定に基づく場合であって、医

学的及び心理学的判定を必要とする場合には、同条第２項の規定に基づき、あらかじめ、

京都市知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 

 ⑴ 対象者の意思と尊厳 

 ⑵ 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境 

 ⑶ その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情  

３ 福祉事務所長は、前項の措置の決定を行ったときは、措置決定通知書（第１号様式）

により当該者に対して通知するものとする。ただし、当該者が２０歳未満の場合、当該

者に加え、親権者及び未成年後見人に対しても通知するものとする。 

４ 福祉事務所長は、前条第２項第２号の事由により措置を実施する場合、前項に規定す

る通知書の記載の一部を省略できる。 

５ 福祉事務所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うも

のとする。 

（事業の委託）  

第４条 福祉事務所長は、総合支援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事

業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は指定医療機関の設置者（以下「事業

者等」という。）に対して、前条第２項の規定による決定を受けた者（以下「被措置者」

という。）にサービスを提供することを委託するものとする。  

２ 福祉事務所長は、前項の規定による委託を行う場合は、措置委託通知書（第２号様式）

により、当該委託する事業者等に対し通知するものとする。 

（費用の支弁） 

第５条 措置費は、市が負担するものとし、額についてはやむを得ない事由による措置を

行った場合の単価等の取扱いについて（平成１８年１１月１７日付け障障発１１１７０

０２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）（以下「単価等の取扱

い通知」という。）のとおりとする。 

（費用の請求） 

第６条 事業者等は、措置費について、市長に請求するものとする。 

（費用の徴収） 

第７条 福祉事務所長は、前条の規定により措置費を支弁した場合は、被措置者に係る措

置費の支弁額を限度として、単価等の取扱い通知の規定に基づいて算出した額（以下「原



則の負担額」という。）を当該被措置者及びその扶養義務者（被措置者と同一の世帯に属

し、かつ、生計を一にすると認められる配偶者又は子（被措置者が２０歳未満の場合に

あっては、配偶者、父母又は子）をいう。以下同じ。）のうち主たる扶養義務者から徴収

するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じ当該各号

に定める額（以下「総合支援法等に基づく負担額」という。）が、原則の負担額を下回る

場合には、総合支援法等に基づく負担額を徴収する。 

 ⑴ 療養介護 アからウまでに掲げる額の合計額（医療型個別減免（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下「総合支援令」という。）

第４２条の４第２項及び附則第１３条の２の規定の例により所要の調整をして額を

算定することをいう。以下同じ。）を行うこととした場合にその対象となるべきもの

については、医療型個別減免を行った後の額） 

  ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「総合支援

法」という。）第２９条第３項第２号及び総合支援令第１７条の規定に基づき指定

障害者福祉サービス等について支給決定障害者等が負担する額の例により算定す

る額（以下「障害福祉サービス相当負担額」という。） 

  イ 総合支援法第７０条第２項において準用する第５８条第３項及び総合支援令第４

２条の４の規定に基づき指定療養介護医療について支給決定障害者が負担する額

の例により算定する額（当該被措置者が京都市重度心身障害者医療費支給制度、京

都市重度障害老人健康管理費制度又はこれらに準じる制度のいずれかの受給資格

を有する場合にあっては、零） 

  ウ 健康保険法第８５条第２項に規定する食事療養標準負担額の月額（１日当たり３

食、１か月を３１日として算出した額）に相当する額 

 ⑵ 施設入所支援（その他の障害福祉サービスと併用する場合を含む。） ア及びイに掲

げる額の合計額 

  ア 障害福祉サービス相当負担額  

  イ 食費等相当負担額（現に食事の提供及び居住に要した費用の額から総合支援令第

２１条第１項第１号に定める額の例により算定する額を控除した額をいう。） 

 ⑶ 前２号に掲げるもの以外の障害福祉サービス（施設入所支援と併用する場合を除く。） 

障害福祉サービス相当負担額 



（徴収額の日割り計算） 

第８条 月の中途において施設措置（身障法第１８条第２項の規定による措置及び知障法

第１６条第１項第２号の規定による措置をいう。以下同じ。）を受け、又は受けなくなっ

た場合におけるその月に係る施設措置に要する費用（以下「施設措置費」という。）の徴

収額は、日割りによって計算して得た額とする。 

２ 前項の規定による日割り計算は、施設措置費の徴収額をその月の日数で除して得た額

にその月における施設措置を受けた日数を乗じて行うものとする。 

（徴収額の軽減） 

第９条 前２条の規定にかかわらず、福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場

合の措置費の徴収額を、前２条の規定による額の範囲内において、別に定めることがで

きる。 

 ⑴ 被措置者及びその主たる扶養義務者の属する世帯の収入認定額から前２条の規定に

よる額を差し引いた額が、その世帯に係る生活保護法による保護の基準（昭和３８年

４月１日厚生省告示第１５８号）に基づき算定した最低生活費の基準額以下である場

合 

 ⑵ 被措置者若しくはその主たる扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が病気にか

かり、又はその資産に災害を受け、その他やむを得ない事情により、前２条の規定に

よる額の全部又は一部を負担することができないと福祉事務所長が認める場合 

 ⑶ 同一の者が２人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合 

 ⑷ 主たる扶養義務者が別に定める措置を受けた者に係る当該措置に要する費用につい

て徴収を受ける場合 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、原則の負担額の納付が著しく困難であると認められる

場合 

２ 前項第２号から第５号までに掲げる事情により同項の規定による措置費の徴収額の軽

減を受けようとする者は、京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置

費徴収額軽減申請書（第３号様式）にその事情を証する書類を添えて、福祉事務所長に

申請しなければならない。 

（届出） 

第１０条 被措置者は、別に定める日までに、毎年の収入を収入届（第４号様式）により

福祉事務所長に届け出なければならない。 



（措置の変更及び解除）  

第１１条 福祉事務所長は、措置を変更、解除したときは、当該被措置者に対しては措置

解除（変更）通知者（第５号様式）により、当該事業者に対しては措置委託解除（変更）

通知書（第６号様式）により、それぞれ通知するものとする。ただし、当該被措置者が

２０歳未満の場合は、当該被措置者に加え、親権者及び未成年後見人に対しても通知す

るものとする。 

（成年後見制度の活用） 

第１２条 福祉事務所長及び事業者等は、被措置者が総合支援法に基づく障害福祉サービ

スの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるとき

は、知障法第２８条に規定する審判の請求等を行い、当該被措置者が民法（明治２９年

法律第８９号）に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱において別に定めることとされている事項及び事業の実施について必

要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年１１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第７条第２項の規定については、第３条第２項により措置の決定を行った日から適用

する。 

（経過措置） 

３ 令和６年７月から令和１３年６月までの期間（以下「対象期間」という。）の各月分の

原則の負担額の算定に限り、廃止前の京都市身体障害者措置費徴収規則（昭和６１年８

月１日京都市規則第１０９号。以下「旧身障規則」という。）の規定の適用があるとした

ならば旧身障規則別表第１又は別表第３のそれぞれにおける階層区分（以下「旧身障階

層区分」と総称する。）がＣ階層であると認定されることとなる被措置者及び扶養義務者

（令和５年７月から令和６年６月までの間における旧身障階層区分が、京都市市税条例

の一部を改正する条例（令和２年１１月２５日京都市条例第１９号）第２条の規定によ

る改正前の京都市市税条例第３５条第２項第３号の規定（以下「旧均等割免除規定」と

いう。）の適用を受けることによりＢ階層であったものに限る。）及び廃止前の京都市知



的障害者措置費徴収規則（昭和４７年６月１日京都市規則第４７号。以下「旧知障規則」

という。）の規定の適用があるとしたならば旧知障規則別表第１又は別表第３のそれぞれ

における階層区分（以下「旧知障階層区分」と総称する。）がＣ階層であると認定される

こととなる被措置者及び扶養義務者（令和５年７月から令和６年６月までの間における

旧知障階層区分が、旧均等割免除規定の適用を受けることによりＢ階層であったものに

限る。）（以下「経過措置対象者」と総称する。）に係る原則の負担額は、次の各号に掲げ

る社会福祉サービスの区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

 ⑴ 療養介護 アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額 

  ア 令和６年７月分から令和７年６月分まで 旧身障規則別表第１のＢ階層若しくは

別表第３のＢ階層に係る規定又は旧知障規則別表第１のＢ階層若しくは別表第３の

Ｂ階層に係る規定の適用があるものと仮定して算定した額（以下「旧Ｂ階層による

額」という。） 

  イ 令和７年７月分から令和９年６月分まで １月につき２００円 

  ウ 令和９年７月分から令和１１年６月分まで １月につき５００円 

  エ 令和１１年７月分から令和１３年６月分まで １月につき８００円 

 ⑵ 施設入所支援（他の障害福祉サービスと併用する場合を含む。） アからエまでに掲

げる区分に応じてそれぞれ定める額 

  ア 令和６年７月分から令和７年６月分まで 旧Ｂ階層による額 

  イ 令和７年７月分から令和９年６月分まで １月につき５００円 

  ウ 令和９年７月分から令和１１年６月分まで １月につき１，１００円 

  エ 令和１１年７月分から令和１３年６月分まで １月につき１，６００円 

 ⑶ 居宅介護、同行援護、行動援護及び重度訪問介護 アからエまでに掲げる区分に応

じてそれぞれ定める額 

  ア 令和６年７月分から令和７年６月分まで 旧Ｂ階層による額 

  イ 令和７年７月分から令和８年６月分まで ３０分につき１０円（１月当たりの上

限額は、２００円 

  ウ 令和８年７月分から令和９年６月分まで ３０分につき３０円（１月当たりの上

限額は、５００円） 

  エ 令和９年７月分から令和１０年６月分まで ３０分につき４０円（１月当たりの

上限額は、８００円） 



 ⑷ 短期入所 アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額 

  ア 令和６年７月分から令和７年６月分まで 旧Ｂ階層による額 

  イ 令和７年７月分から令和８年６月分まで １日につき３０円（１月当たりの上限

額は、２００円） 

  ウ 令和８年７月分から令和９年６月分まで １日につき５０円（１月当たりの上限

額は、５００円） 

  エ 令和９年７月分から令和１０年６月分まで １日につき８０円（１月当たりの上

限額は、８００円） 

 ⑸ 共同生活援助 アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額 

  ア 令和６年７月分から令和７年６月分まで 旧Ｂ階層による額 

  イ 令和７年７月分から令和９年６月分まで １月につき２００円 

  ウ 令和９年７月分から令和１１年６月分まで １月につき５００円 

  エ 令和１１年７月分から令和１３年６月分まで １月につき８００円 

 ⑹ 前各号以外の障害福祉サービス アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定め

る額 

  ア 令和６年７月分から令和７年６月分まで 旧Ｂ階層による額 

  イ 令和７年７月分から令和８年６月分まで １月につき２００円 

  ウ 令和８年７月分から令和９年６月分まで １月につき５００円 

  エ 令和９年７月分から令和１０年６月分まで １月につき８００円 

４ 前項の規定は、経過措置対象者が、対象期間内に次の各号のいずれかに該当すること

となったときは、その翌月分以降の原則の負担額については、適用しない。 

 ⑴ 旧身障規則別表第１又は別表第３の規定の適用があるとしたならばそれぞれにおい

て認定されることとなる階層区分がＣ階層以外の階層区分となる場合 

 ⑵ 旧知障規則別表第１又は別表第３の規定の適用があるとしたならばそれぞれにおい

て認定されることとなる階層区分がＣ階層以外の階層区分となる場合 

 ⑶ 京都市市民税条例の一部を改正する条例（令和２年１１月２５日条例第１９号）に

よる改正がなかったと仮定しても、旧均等割免除規定の適用を受けないこととなる場

合 

５ 経過措置対象者に関する総合支援法等に基づく負担額の算定に限り、その算定の基礎

となる額その他の事項については、京都市市民税均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策



の経過措置実施要綱に基づく経過措置により所定の給付が行われた後のものを基礎とし

て、総合支援法等に基づく負担額の算定をする。 

  



第１号様式（第３条関係） 

 年 月 日   

措置・徴収金決定通知書 

  様 

京都市   福祉事務所長   

京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱に基づき次のとおり 

措置 ・ 徴収金 を決定したので通知します。 

措置を受ける者 

氏 名 

生年月日 

 

年  月  日（  歳） 

住 所  

実施年月日  年 月 日から実施 

措置決定内容  

措置決定理由  

徴収金 
対象者 月額     円 階層区分  

扶養義務者 月額     円 階層区分  

備  考  

 今回の決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月

以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます（なお、この通知を受け取られ

た日の翌日から起算して３箇月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求はできなくなります）。審査請求は、できる限りお住まいの地域を担

当する福祉事務所を経由して提出してください。 

また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をされた場合は、当該審査請求に

対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都

市を被告として（訴訟において京都市を代表する者は京都市長となります）、京都地方裁判

所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお、この通知を受け取られた日（京

都市長に審査請求をされた場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを

知った日）の翌日から起算して６箇月以内であっても、決定（京都市長に審査請求をされ

た場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決）があった日の翌日から起算して１年を

経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります）。  



第２号様式（第４条関係） 

 年 月 日   

措置委託通知書 

  様 

京都市   福祉事務所長   

京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱に基づき次のとおり

措置の委託を決定したので通知します。 

措置を受ける者 

氏 名 

生年月日 

 

年  月  日（  歳） 

住 所  

実施年月日  年 月 日から実施 

措置決定内容  

措置決定理由  

委託費用 国の定める基準による 

備  考  

 

  



第３号様式（第９条関係） 

京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置費徴収額軽減申請書 

(宛先)京都市 福祉事務所長 年     月     日  

申請者の住所 

 

 

申請者の氏名 

   

      電話  ― 

 

 京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱第９条の規定によ

り措置費の徴収額の軽減を受けたいので申請します。 

軽減を受けようとする理由   

収入から控除を要する額        月額        円 

軽減を受けようとする期間   年   月   日から  年   月   日まで 

 



第４号様式（第１０条関係） 

収 入 届 

(宛先)京都市 福祉事務所長 年     月     日  

  氏 名 

 

京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱第１０条の規定に

より私の  年中の収入について下記のとおり申告します。 

利 用 施 設 名   
入所・通所

の区分 
□入所 □通所 

種 別 金 額(年額) ※認 定 金 額 

収

入 

年 金 ・ 恩 給 等 の 収 入 

年金名(      ) 

   (      ) 

   (      ) 

円 円 

財 産 収 入     

利 子 ・ 配 当 収 入     

授 産 工 賃 収 入     

そ の 他 の 収 入 
(           )     

計   Ａ     

必

要

経

費 

租 税     

医 療 費     

社 会 保 険 料     

そ の 他 の 必 要 経 費     

日用品費又は日常生活費     

計    Ｂ     

差 引 額(Ａ－Ｂ) Ｃ     

更生訓練のための経費 Ｄ     

対 象 収 入 ( Ｃ － Ｄ )     

費 用 の 徴 収 額     



 注１ ※印の欄は、記入しないでください。 

  ２ 該当する□には、レ印を記入してください。 

  ３ 収入及び必要経費を証する書類を添付してください。 

  



第５号様式（第１１条関係） 

 年 月 日   

措置解除（変更）通知書 

  様 

京都市   福祉事務所長   

京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱に基づき次のとおり

措置の 解除 ・ 変更 を決定したので通知します。 

措置を受けた者 

氏 名 

生年月日 

 

年  月  日（  歳） 

住 所  

決定内容 

変更内容 

解除理由 

解除（変更）日  年 月 日 

備  考  

（変更決定についての教示） 

 今回の決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月

以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます（なお、この通知を受け取られ

た日の翌日から起算して３箇月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年

を経過すると審査請求はできなくなります）。審査請求は、できる限りお住まいの地域を担

当する福祉事務所を経由して提出してください。 

 また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をされた場合は、当該審査請求

に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京

都市を被告として（訴訟において京都市を代表する者は京都市長となります）、京都地方裁

判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお、この通知を受け取られた日

（京都市長に審査請求をされた場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があったこ

とを知った日）の翌日から起算して６箇月以内であっても、決定（京都市長に審査請求を

された場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決）があった日の翌日から起算して１

年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります）。  



第６号様式（第１１条関係） 

 年 月 日   

措置委託解除（変更）通知書 

  様 

京都市   福祉事務所長   

京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱に基づき次のとおり

措置の委託の 解除 ・ 変更 を決定したので通知します。 

措置を受けた者 

氏 名 

生年月日 

 

年  月  日（  歳） 

住 所  

決定内容 
変更内容 

解除理由 

解除（変更）日  年 月 日 

備  考  

 

（保健福祉局障害保健福祉推進室） 


